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春分日のズレを補正しようとした
グレゴリオ改暦の意図にそって





当事者作成文書の差分を確認

塚本の建議書
誤差：七千年ノ後僅ニ一日
閏年：四歳每

市川の暦法議案
誤差：四千年ニ一日

閏年：子年辰年申年
ヲ必ズ閏年トス但…

改暦の詔書
誤差：最モ精密ニシテ

七千年ノ後僅ニ一日
閏年：四歳每

市川の建白書
誤差：八千年ニ一日
閏年：ルールなし
 例示のみ

明治5(1872)年11月5日

正院(左)と陸軍省(右)
の打合せ

明治5年11月3日に太陽暦による

頒暦案とセットで提案
(明治7(1874)年は平閏示さず)
※頒暦：政府が毎年配布した“翌年の公式カレンダー”

明治5年11月9日発布

明治7(1874)年戌年はルールで平年

当事者作成文書の差分の発見により、

・研究者の「あるべき姿」を持ち込まず、

・当事者の「関心の焦点」を抽出する
分析が可能となった。







各年の平閏を具体的に定義していない以上、
「置閏法」(ルール記載：アルゴリズム)には該当せず、
単なる説明にとどまる。

当事者の「関心の焦点」

「四歳毎」(説明=非アルゴリズム)

「子年辰年申年」(アルゴリズム)



・『公事方御定書』は広く知られていたが幕府の内規であり、量刑の上限を公に言質していたわけではない。
・天保暦の最初の年の頒暦に「平山規則」は書かれなかった。 ※「平山規則」：旧暦2033年問題を引き起こした置閏法

・近代刑法は量刑の上限を公に言質したため、ロシア皇太子をめぐる大津事件が問題となった。
・旧暦を政府が公表しなくなった後、民間の辞典に「平山規則」が紹介された。

ルールを“知っていても”、
政府が公に言質するとは限らない。

法治
とは？

統治実務としての江戸・明治初期 (これまでの研究者が自覚せず当然の「あるべき姿」とした)近代法治国家の理想型

言質した“法”が国家自身を拘束



明治31(1898)年勅令第90号提案者の言う

「明治三十三年ハ閏年ナリト思惟スル者」







https://www2u.biglobe.ne.jp/~suchowan/mcr1873.html
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